
 

 

 

 

 

第 1407 回例会報告        平成２７年４月２日（木）晴れ 

■出席報告 

会 員 数      38 名 
出席対象        36 名 
出席者数     30 名 
出 席 率       83.3％ 
前回修正     97.3% 

■ニコニコ BOX 

６名   14,000 円 
累  計  411,000 円 
目標額    60 万円 
達成率   68.52％ 

■今週のことば 

２０代３０代の若いお父さんたちに交じって昨日
長男坊の入園式に行って参りました。疲れました。 

丸山美樹彦 

また女の子の孫が生まれました。   
平山隆勇 
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会長挨拶 

会長 吉澤邦雄 

 生態系の変化 

 川岸で大変大きな山火事が発生し心配されまし

たが、人家に対する被害がなくて何よりだったと思

います。 

さて、つい先日の新聞の一面に“ミヤマシロチョ

ウ 八ヶ岳生息ピンチ”という記事が載っておりま

した。この蝶の実物をご覧になった方は少ないと

思いますが、ヒマラヤの氷河を連想させる大変清

楚なシロチョウ科の蝶で、標高 1500～2000ｍの高

地に局所的に棲息する「県の天然記念物」にもな

っている“高山蝶”です。日本における生息地は

本州の中部山岳地帯に限られ、八ヶ岳、入笠山を

中心とした南アルプス、美ヶ原高原、浅間山系等

の極々狭い範囲に棲息していることになっていま

すが、現在確実に見られる場所は数える程です。

生息地を俯瞰してみれば解ると思いますが、諏訪

地域かその近隣の高原地帯に限られ、この地域

を代表するような蝶なのです。本日は是非皆さん

にこれに係る知識を得ていただきたいとの思いか

らお話いたします。 

かつては北アルプスの上高地にも生息してい

たのですが、現在は全滅しています。と言います

のも、この蝶の食草はメギ科のヒロハノヘビノボラ

ズやメギに限られ、これらには名前が示すように

鋭い棘があり、人が集まる観光地や高原では真っ

先に伐採される樹木であったからです。さらにこ

の蝶は食樹上に糸を吐いて巣を作り、集団越冬

（数十匹）するため、伐採や鳥などに襲われると壊

滅的な打撃を受けてしまうのです。茅野市や原村

の保護団体の調査では昨年秋に確認された越冬

巣はたったの４個。一個の巣から無事に成虫にま

でなれるのは良くて一割程度とすれば限りなく絶

滅種に近づいていることになります。 

原因はいくつかあると思いますが、大きな原因

は生息地の環境の変化が考えられます。私がま

だ学生だった頃の５月に訪れた八ヶ岳山麓（立場

川上流）は、日の当たる広々とした河原の周囲に

は沢山の食草と多くの越冬巣が見られ、成虫の餌

となる吸蜜植物（花）も豊富でした。当然飛翔空間

も確保され、求愛行動も頻繁にできたと思います。

ところが、２年ほど前に何十年振りかで訪れたとき

には、食草はあるものの鬱蒼と茂った木々によっ

て余り日が差さず、十分な飛翔空間もありません

でした。 

環境の変化は生態系の変化をもたらし、人知れ

ず滅んでします生物も増えてしまうのではないで

しょうか。絶滅が懸念される絶滅危惧種は“種指

定”ではなくその生息環境維持・保護を合わせて

やっていかなければ意味がなくなりつつあります。

変化に弱い生物にとっては環境維持のための適
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度な手入れも必要になってきました。これは諏訪

湖の生物多様性復活のためにもいえることです。 

----------------------------------------- 

 

140７回例会 

会員卓話 保護司活動について 

小林聖仁会員 

        クラブ会報雑誌広報委員会 

本日は、先日長年にわたる保護司活動が認め

られ瑞宝双光章を受章された小林聖仁会員によ

る保護司活動についてのお話を聞きました。 

一緒に提示され

た会員の日程表を

見ますと保護司の

活動に本当に献

身的に奉仕されて

いるのに頭が下が

ります。にもかか

わらず、各地のロ

ータリーにメイクを

されていることは、小林会員はこのことをあまり語り

ませんが、まさにロータリアンの鏡ともいえます。 

1、保護司とは 

保護司は、法務大臣が委嘱した更生保護のボラ

ンテイアで、犯罪や非行をした人の立ち直りを支

えるとともに、犯罪予防の活勤に取り組んで、地域

の安全・安心に責献しています。 

全国で約五万人が活動しています。保護司の

ことを定める法律に「保護司法」があります。 

保護司としての具備条件は次のとおりです。 

（1）人格及び行動について、社会的信望を有する

こと。 

（2）職務の遂行に必要な熟意及び時間的余裕を

有すること。 

（3）生活が安定していること。 

（4）健康で活動力を有すること。 

※保護司の身分＝非常勤の国家公務員。ただし、

給与は支給されない。 

2、保護司の具体的な仕事 

①保護観察になった人への助言や指導 

②刑務所や少年院など（矯正施設）に入っている

人の出所後の生活環境等の調整 

③地域での犯罪予防の啓発活動 

④その他保護司活動に必要な関係者や開係機

開との連絡・協議など 

※保護観察＝仮釈放などで保護観察になった人

の更生を助けるための処遇方法で更生保護の中

心となっています。 

保護観察官と保護司が協動してこれを行っていま

す。 

3、保護司を引き受けた動機 

師僧（父）や先輩僧侶の布教教化活動の姿。 

4、更生保護活勤をすすめる人々 

更生保護施設、保護司、更生保護女性会員、更

生保護協力雇用主、BBS会員など。 

5、ロータリークラブの奉仕活動と更生保護活動は

奉仕の理想 

鑑賞したＤＶＤ 

 

 

 

 

 
Happy birthday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の誕生日平山隆勇会員、溝口幸二会員 


